
 

 

令和３年３月 22 日  

横浜市長 

 林 文子 様 

横浜市公共事業評価委員会  

委員長  森地 茂  

 

令和２年度 第２回横浜市公共事業評価委員会の審議結果について 

 

 

 横浜市公共事業評価委員会は、令和２年度第２回横浜市公共事業評価委員会において、

横浜市附属機関設置条例に定める担任事務に基づき、事前評価２件、事後評価３件を審議

した結果、全ての評価案件について妥当としました。 

 

 

１ 委員会の開催経過 

第２回委員会：令和２年 11 月 20 日(金) 午前９時 30 分から 12 時 10 分まで 

 

 評価 事業名 所管局 審議結果 

健福－１ 事後評価 横浜市衛生研究所再整備事業 健康福祉局 妥当 

市民－１ 事後評価 南区総合庁舎整備事業 市民局 妥当 

経済－１ 事後評価 中央卸売市場の再編・機能強化事業 経済局 妥当 

都整－１ 事前評価 （仮称）高島水際線デッキ整備事業 都市整備局 妥当 

建築－１ 事前評価 市営洋光台住宅建替事業  建築局 妥当 

 

２ 意見具申 

 

（建築－１）【事前評価】市営洋光台住宅建替事業 

 市営住宅を法定耐用年限前に先行して建て替えることの意義を明確にすること。

また、住宅の需要と質の問題をよく検討して実施すること。 

 

 

 

 

 



 

 

 

横浜市公共事業評価委員会 委員 

 

(敬称略・50 音順) 

委員名 現職名 専門分野 

(いしかわ えいこ) 

石川 永子 
横浜市立大学 国際教養学部 

 都市学系 准教授 

都市防災、復興まちづくり 

都市計画・建築計画 

(かまた もとゆき) 

鎌田 素之 
関東学院大学 理工学部 

理工学科 准教授 
衛生工学、水道工学 

(たなか いねこ) 

田中 稲子 
横浜国立大学 大学院 

都市イノベーション研究院 准教授 

建築環境工学 

住環境 

(なかむら ふみひこ) 

中村 文彦 
横浜国立大学大学院 

教授 

都市交通計画、交通施設計画 

都市計画、地域計画 

(むろた まさこ) 

室田 昌子 
東京都市大学 環境学部長 

環境創生学科 教授 

都市計画 

市街地・コミュニティ再生 

(もちづき まさみつ) 

望月 正光 
関東学院大学 経済学部 教授 

学校法人関東学院 常務理事 
財政学、公共経済 

(もりち しげる)  

◎ 森地 茂 
政策研究大学院大学 

客員教授、名誉教授 

社会基盤工学 

国土政策、交通政策 

(よこた しげひろ) 

横田 樹広 
東京都市大学 環境学部 

環境創生学科 准教授 

都市生態計画 

緑地保全・創出 

(わしづ あゆ) 

鷲津 明由 
早稲田大学 社会科学総合学術院 

教授 

産業連関論 

環境影響評価、環境政策 

（令和４年３月３１日まで） 

 

◎…横浜市公共事業評価委員会 委員長 
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令和２年度第２回横浜市公共事業評価委員会 会議録 

日 時 令和２年 11 月 20 日（金）９時 30 分から 12 時 10 分 

開 催 場 所 市庁舎 18 階 さくら 14（WEB 会議） 

出 席 委 員 森地茂委員長 

石川永子委員、鎌田素之委員、田中稲子委員、中村文彦委員、室田昌子委員 

望月正光委員、横田樹広委員、鷲津明由委員(50 音順) 

欠 席 委 員  

事 務 局 財政局公共施設・事業調整室 鈴木室長、公共施設・事業調整課 伊勢田課長 

説 明 者 

(事務局以外) 

１(1) 健康福祉局衛生研究所管理課      岩澤課長    ※以下（健福局） 

１(2) 市民局地域施設課           下村課長    ※以下（市民局） 

    温暖化対策統括本部プロジェクト推進課 岡崎課長    ※以下（温対本部） 

１(3) 経済局運営調整課           葛西担当課長  ※以下（経済局） 

１(4) 都市整備局みなとみらい２１推進課   遠藤課長    ※以下（都整局）  

１(5) 建築局市営住宅課           寺口担当課長  ※以下（建築局） 

 

開 催 形 態 公開（傍聴０人、報道機関０人） 

議 題 Ⅱ 議事 

 １ 審議 

(1)〔事後評価〕横浜市衛生研究所再整備事業           ［健福局］ 

(2)〔事後評価〕南区総合庁舎整備事業              ［市民局］ 

(3)〔事後評価〕中央卸売市場の再編・機能強化事業        ［経済局］ 

(4)〔事前評価〕（仮称）高島水際線デッキ整備事業         ［都整局］ 

(5)〔事前評価〕市営洋光台住宅建替事業             ［建築局］ 

２ その他 

決 定 事 項 １(1)  横浜市衛生研究所再整備事業  

   ・意見具申なしとした。事後評価（案）について「妥当」とした。 

１(2)  南区総合庁舎整備事業 

  ・意見具申なしとした。事後評価（案）について「妥当」とした。 

１(3)  中央卸売市場の再編・機能強化事業 

・意見具申なしとした。事後評価（案）について「妥当」とした。 

１(4)  （仮称）高島水際線デッキ整備事業 

   ・意見具申なしとした。事業実施（案）について「妥当」とした。 

１(5)  市営洋光台住宅建替事業 

   ・意見具申として「市営住宅を法定耐用年限前に先行して建て替えることの意義

を明確にすること。また、住宅の需要と質の問題をよく検討して実施すること。」

とした。事業実施（案）について「妥当」とした。 
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議 事 はじめに 

（事 務 局）委員会成立の定足数５名に達しており、会議が成立していることを報告 

      会議を公開することについて確認 

 

Ⅱ 議事 

１(1) 横浜市衛生研究所再整備事業について 

（健 福 局）議事Ⅱ １(1)について説明 

（委 員 長）質問等あればどうぞ。 

（中村委員）構造を４階建てから７階建てへ変更した経緯の説明の中で、「緑化率を満

たすためには、壁面緑化や屋上緑化が必要。そのため、コンタミネーション

の問題に影響」とあったが、なぜ緑化が影響するのか教えてもらいたい。 

（健 福 局）緑化率を満たすためには、４階建てでは壁面緑化や屋上緑化が必要になる

のだが、屋内の空気を清浄な状態とするために常に壁面から外気を取り入れ

るため、壁面緑化を行うと植物が入り込むことや虫が寄ってくることによ

り、検査環境が汚染されるということである。 

（中村委員）壁面緑化をすることで、窓あるいは換気口が少なくなることが問題だとい

う理解で良いか。 

（健 福 局）はい。換気口に、例えば、ツタなど入ってしまうと、それで汚染されてし

まう可能性があるというところがある。 

（中村委員）了解した。次の質問として、対応方針（案）の欄に、今回の新型コロナウ

イルス感染症にも十分に対応できる施設であると記載されているが、建物を

新しくしたことによって対応できるようになったことを具体的に教えてほ

しい。 

（健 福 局）今回の新型コロナウイルス感染症への対応では、ＰＣＲ検査を発生時から

連日実施している。新型コロナウイルスのＰＣＲ検査の機器などを新たに購

入した折に適切に配置し対応ができていることが挙げられる。 

（中村委員）了解した。 

（鷲津委員）構造を４階建てから７階建てへ変更した経緯など丁寧な説明に感謝する。

今回の建替えにより老朽化や狭あい化が解消され、以前の建物と比べて良く

なったことは理解できたが、この建物を他自治体の同レベルの施設と比較し

た場合、水準としてはどのような位置にある施設となったのか教えてもらい

たい。 

（健 福 局）動線や機器を設置する面積は十分に確保されていると考えている。したが

って、例えば、川崎市の相当立派な施設と比べても遜色ない施設になったと

考えている。 

（鷲津委員）横浜市には大きな港もあるので、その辺のことが大事だと思う。説明を聞

き安心した。 

（横田委員）変更の経緯を丁寧に説明頂き感謝する。まず、計画変更が生じたことによ

り、事業期間への影響はどれぐらいあったのかを教えてもらいたい。次に、
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立地が変更されたことについて、敷地面積は大きくは変更されていないが、

立地の選定の妥当性と規模的にはどうであったのかを教えてもらいたい。 

（健 福 局）１点目については、当初の計画では、平成 22 年度に基本設計が終了し、

平成 23 年度から実施計画に入る予定であったが、平成 22 年度の基本設計時

に免震構造を導入することとなった。それに伴う地質調査業務等が必要とな

ったため、基本設計の期間が平成 23 年７月末まで延びた。それに加えて土

壌汚染対策工事を実施したため、建築工事の開始時期も遅れ、結果として平

成26年度の解体工事が見送られ、平成27年度予算で実施することとなった。

２点目の立地条件については、本施設を住宅街に建設することは困難であ

り、適切な場所を検討した中で、工業地帯になるが今回の場所を選定した。 

（横田委員）工業地帯は比較的土壌汚染物質が検出されやすい地域だと思うので、事前

にそのようなリスクを可能な限り洗い出せると良いと思う。 

（鷲津委員）「今後に向けた検討項目・改善点」の欄への記載に関係してだが、今回、

事業期間が伸びた理由では、設計が二転三転したためだが、様々な検討をし

た結果そうなったということは理解できる。今後スムーズに設計が行われる

ように今回の経験が生かされると良いと思う。 

（委 員 長）それでは、「今後に向けた検討項目・改善点」に鷲津委員の意見を加筆す

ることでいかがか。事後評価としては妥当であった。これで良いか。 

（委  員）良い。 

（委 員 長）それでは、本案件は妥当とする。本件の審議については以上 

 

１(2) 南区総合庁舎整備事業について 

（市 民 局）議事Ⅱ １(2)について説明 

（委 員 長）質問等あればどうぞ。 

（田中委員）南区総合庁舎において、環境対応や防災機能に関して十分配慮されたこと、

また運用において省エネルギーに繋がっていることがよく分かった。１点質

問だが、ガスコージェネレーションシステムの利用は当初の事業計画の時点

では分からなかったことなのか。このことにより事業費がかなり増額してい

るが、この辺りの経緯を教えてもらいたい。 

（市 民 局）当初計画時は、市大センター病院にガスコージェネレーションシステムが

あるという認識はあったが、計画に取り入れていくところまでは具体化して

いなかった。計画を進めていく過程の中で、市大センター病院が電力供給の

信頼性が高い特別高圧受電であるため、災害時に区災害対策本部となる南区

総合庁舎へより安定した電力供給が必要だということで途中から取り入れ

る決定をした。 

（田中委員）了解した。 

（鷲津委員）田中委員の質問とも関連するのだが、エネルギー連携事業で事業費が増加

した約４億円弱は何のために使われたものなのか。ガスコージェネレーショ

ンシステムは市大センター病院に元々設けられていた設備だと思うが、追加



4 
 

的な措置としてどのようなことをしたのか。時期的に東日本大震災の後で、

計画停電も経験し、事業継続などを考慮し、そのような計画の変更があった

のではないかと推測する。次に、南区総合庁舎の使用電力量に占める再生可

能エネルギー等の割合について報告頂いたが、太陽光発電による使用電力量

が全体の 3.5％、残り 96.5％がガスコージェネレーションシステムによるも

のということは、東京電力の電気を使用せず、受電をしていないということ

になるのか。また、地中熱を利用することにより電気式空調整備に要する電

力量がゼロになったということは、空調設備は全て地中熱で賄えているとい

うことになるのか。 

（市 民 局）まず、ガスコージェネレーションシステムによる電力供給を受けることに

より事業費が約３億７千万円増加しているが、これは市大センター病院から

南区総合庁舎まで自営線を引き込むことなどの関係で要した費用となる。次

に、東京電力の電気の使用有無については、ガスコージェネレーションシス

テムによる電力で全体の 96.5％、太陽光発電で残り 3.5％を賄っているた

め、東京電力の系統電力は使用していない。 

（鷲津委員）市大センター病院は受電していることで良いか。 

（市 民 局）はい。東京電力より特別高圧を受電している。 

（鷲津委員）ガスコージェネレーションシステムによる電気と電気事業者（東京電力）

からの系統電力の電気を全てＢＥＭＳ（建物のエネルギー管理システム）で

管理し、市大センター病院から送られてくる電気もＢＥＭＳで計算して使用

していると推測するが、先の説明ではそこが分からないので教えてもらいた

い。 

（温対本部）補足すると、調書（案）の P.12 の図で、左側の市大センター病院にガス

コージェネレーションシステムを置いており、発電した電気は基本的に、右

側の南土木事務所と南区総合庁舎に送られる。排熱は市大センター病院で全

て吸収し有効利用することを基本に設計している。ただし、御指摘のとおり、

ガスコージェネレーションシステムで発電した電力量を超えるほど南区総

合庁舎が電気を使用した時には、電気事業者から特別高圧で受電している電

気が混じるという可能性はある。 

（鷲津委員）市大センター病院が特別高圧から受電する電力はごく少量になるのか。 

（温対本部）例えば、市大センター病院で東京電力から受電する電気は、市大センター

病院で大多数を消費しており、ガスコージェネレーションシステムで発電し

た電気は、基本的に南区総合庁舎へ送るというコンセプトで稼働している。

これは電気事業法に基づく特別供給の許可に係る審査基準において、発電量

の 50％以上は必ず送らなければならない規定があり、ＢＥＭＳで常時監視

しながら、南区総合庁舎側に電気を送電しているのが現状である。 

（中村委員）駐車場として 132 台という数字を決めた根拠とその駐車場になってからの

効果を教えてもらいたい。 

（市 民 局）駐車場には、まず法令に基づく附置義務的な台数というものがあり、さら
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に他の庁舎の駐車場台数等を勘案し、敷地条件の中で効率的に配置可能な台

数を算定した結果、132 台となった。 

（中村委員）その台数は他区庁舎における駐車場台数より多いのか。 

（市 民 局）はい。次に効果だが、以前は駐車場の台数が 35 台と非常に少なく、庁舎

の入り口前の公道に車が並んでしまう状況がまま見られた。今回は 132 台と

駐車場を増設したので、公道に車が並び警察から指導を受けるようなことは

なくなり、駐車場へのスムーズな入出庫が可能となっている。 

（中村委員）了解した。 

（石川委員）災害時の対応で、例えば、重要な設備機器を６階に配置した、あるいは、

１階の防災センターの床を高くしたことは評価できると思う。今回のこのよ

うな事例などほかの庁舎にも活用できるようなことは、今後に向けて、何か

方針など考えがあれば教えてもらいたい。 

（市 民 局）建設時期が古い庁舎は、変電設備や主要機械が１階や地下にかなりあり、

浸水を防ぐため、例えば、止水板の設置や変電設備を上階に移設するなど、

後になってその対策費用がいろいろとかかる実態もある。 近は異常気象と

いうこともあり 1000 年に一度と言われるような洪水もいつ起きるか分から

ないので、今回重要な設備機器を６階に配置したことは非常に効果があると

考えている。今後、庁舎等を整備する際は、浸水の危険性がない上階に、重

要な設備機器を設置することなど十分考慮していきたいと考えている。 

（石川委員）ガスコージェネレーションシステムや特別高圧による一括受電など素晴ら

しい庁舎ができたことはとても良いことだと思うのだが、全体の底上げとし

て、ほかの庁舎も含めて災害時の BCP という考えも大事だと思うので、取り

組んでもらえればと思う。 

（鷲津委員）地中熱を利用することで、空調設備の電気量が０になるのかについて返答

がまだない。また、この建物では電気代としていくら支払っているのか。市

大病院のガスコージェネレーションシステムによる電気を受電しているか

ら電気代は不要となるのか。  

（市 民 局）まず地中熱については、庁舎全体に使えれば良いのだが、地下への埋設配

管が必要となるなど制約があり、地中熱を利用できている部屋は、一部屋と

なる。その部屋の空調設備は全て地中熱で賄っている。 

（温対本部）南区総合庁舎としての電気代は、基本料金と従量料金を合わせて年間2,230

万円である。 

（鷲津委員）ガスコージェネレーションシステムによる電気のみで全て賄われているの

ではなく、それ以外にも電力を使用しているということか。 

（温対本部）ガスコージェネレーションシステムから送られてきた電気代として 2,230

万円を支払っているということである。市大センター病院から送られてきた

電気に対する費用を、市大センター病院に支払い、病院がまとめて電力事業

者にも支払いをしている状況である。 

（室田委員）総合庁舎の延床面積では、事前評価時と比べて変更になったところがある
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が、例えば、南公会堂の延床面積が減少したことではどのような経緯があっ

たのか。減少した 500ｍ2 は床面積として大きいと思うのだがどうか。また

その結果として、どのような利用状況になっているのか。使い勝手の点では

どうなのか。先ほど駐車場の件で議論があったが、南公会堂や南区役所は結

果として床が余っているなど逆のことが起きていないかどうか。今年は新型

コロナウイルス感染症のことがあり非常時のため、利用状態が通常時と比較

して分かりにくいかもしれないが、何かあれば教えてもらいたい。 

（市 民 局）まず建替え前の南公会堂は、他区の公会堂と比較してリハーサル室や楽屋

などがなかったため、建替後の床面積では建替え前と比べて拡充している。

調書（案）の記載にある南公会堂の延床面積は、事前評価時から事業完了時

に 500m2程度減少しているが、これは当初、公会堂の利用者専用に１階ロビ

ーやエレベーターを設けることを想定していたのだが、計画を進める過程

で、公会堂は庁舎棟と一緒になるため、ロビーやエレベーターも共用するこ

ととし、公会堂利用者の利便性は落とさず、工事費の縮減を図った。床面積

は削減されたが、公会堂利用者に対して、特にサービスの低下は生じていな

い。次に、南区役所の延床面積が増加したことだが、建替え前は窓口利用者

のプライバシーの確保等に問題があり、待合スペースを広げることや、個室

の相談室を増設したこと、さらに職員用会議室等の充実を図り、基本的に全

て有効に活用されていると考えている。 

（室田委員）それでは公会堂のホールなどの床面積は、事前評価時の計画からどこも狭

くなっていないことで良いか。 

（市 民 局）そのとおりである。 

（室田委員）了解した。 

（委 員 長）それでは、審議の結果、事後評価は妥当であった。これで良いか。 

（委  員）良い。 

（委 員 長）それでは、本案件は妥当とする。本件の審議については以上 

 

 

１(3) 中央卸売市場の再編・機能強化事業について 

（経 済 局）議事Ⅱ １(3)について説明 

（委 員 長）質問等あればどうぞ。 

（鷲津委員）２点質問がある。１点目は、市場内に新たにマグロの冷凍施設を設けられ

たとのことだが、その冷凍施設の配置や市場内の動線について工夫された点

があれば教えてもらいたい。動線を効率化するために、施設の配置が検討さ

れたと推測する。２点目は南部市場と機能統合したことで、中央卸売市場に

従来よりも多数の車両が集まることとなったと思うが、市場周辺の交通の混

雑緩和について何か工夫された点や整備された点があれば教えてもらいた

い。 

（経 済 局）まず、超低温冷蔵庫の配置については、既存の施設内でやり繰りにより、
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調書（案）の６ページの図において西側隅部分に設置することとした。動線

は、改修前は仲卸売場から離れたところにあったが、改修後は近くに配置し

たことで、荷物の円滑な運搬が可能となったと考えている。次に、駐車場の

件だが、確かに南部市場と統合したことで駐車場を利用する車両が増加した

が、中央卸売市場本場青果棟の南東側に新たな用地を確保し、そこに 300 台

程度の立体駐車場を新設している。 

（鷲津委員）市場周辺の交通渋滞への対策は講じられたのか。 

（経 済 局）大きな渋滞は特に発生していないため、行っていない。 

（鷲津委員）了解した。 

（石川委員）中央卸売市場の水産棟が機能強化されたことで、取扱量の減少の程度が他

都市の市場の水産物取扱量と比較して少量に留められていると説明があっ

た。そうなのかもしれないが、例えば、川崎市や仙台市における取扱量減少

の程度も横浜市と近い。取扱量の減少傾向については、大都市周辺か否か、

また市場の立地条件等により、取扱量減少の程度が異なることに対して説明

は可能なのか。見解を教えてもらいたい。 

（経 済 局）川崎市場も様々な機能強化・整備を行っているので、そのことが反映して

いると推測する。そうようなことも踏まえ横浜市でも市場の機能強化を進め

てきた。 

（石川委員）機能強化を図った結果が、取扱量の実績データに表れていると言われるが、

本当に要因はそれだけなのか。例えば、立地の問題など、ほかにも何か要因

があるか説明を聞きたかった。 

（経 済 局）水産物の取扱量の減少傾向は全国的に進んでいる状況にある。その中で、

横浜市の中央卸売市場における取扱量の減少度合が一時緩和されたことは、

整備の成果が関係していると考えている。 

（石川委員）了解した。 

（鷲津委員）先の議論と関連することだが、今後、市場を介さず直接食品を輸入するこ

とで、輸入業者・製造業者・大手の販売会社が直接取引する機会が頻繁にな

っていき、中央卸売市場における取扱量がさらに減少していく傾向になると

推測する。横浜市として、中央卸売市場の今後の見通し、役割をどのように

考え、施策としてどうされていくのかを教えてもらいたい。 

（経 済 局）確かに量販店等が産地から直接搬入するケースが増加し、市場の取扱量が

減少してきており、市場を通す食品が全体の流通量の５割程度まで低下して

きている。特定の品物は産地と直接取引することはあると思うが、市場は

様々な種類の食品が一同に揃う。小売店の方は市場に来れば全部揃うと言っ

ていることもあり、市場の役割としては、品ぞろえの面で今後も必要とされ

ていると考えている。 

（鷲津委員）食の自給率の向上ということを考えた時、重要な役割を担うことになるか

もしれないため、市場の役割について考えていくことが重要だと思った。 

（経 済 局）補足すると、食品はこれまでのようにまるごとそのままでいけるというこ
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とではなく、ある程度小分けに加工するなど消費者のニーズに合わせた形に

変えていく部分は必要であると考えている。 

（中村委員）「横浜市中央卸売市場経営展望」を踏まえた説明があるが、この経営展望

は既に確定したものなのか。 

（経 済 局）はい。本年 10 月に策定したものである。 

（中村委員）全体の流通の中での市場の役割、その中での横浜市の市場の役割に関して

は、ある程度方向性が出ているということで良いか。 

（経 済 局）はい。いろいろな戦略を想定し、これから具体的に実施していく段階にな

っている。 

（中村委員）これは確定した段階でまた見せて頂きたい。 

（望月委員）今回、南部市場についてこのような形で再編するわけだが、新しく開設し

た南部市場の状況が分からないので、その効果について教えてもらいたい。 

（経 済 局）調書（案）の 10、11 ぺージにあるように南部市場は、東側が物流エリア

として本場を補完する機能を有し、西側の賑わいエリアは商業エリアとなっ

ている。先の説明のとおり、ブランチ（BRANCH）横浜南部市場が、昨年９月

に開業し、この１年間の年間売上額が約 89 億円強、来客数が 340 万人とな

り、周辺の賑わいを創出していることになっている。 

（望月委員）効果はかなりあったと事業実施局は考えているということなのか。 

（経 済 局）はい。想定通りではあるが、新型コロナウイルス感染症の影響もあるため、

今後の状況をまた見ながらと考えている。また、先述のとおり中央卸売市場

本場を補完的に担う機能として南部市場の物流エリアでは様々な加工品を

製造しているので、そのような機能は発揮しており、それなりの機能を有し

ていると思っている。 

（望月委員）その効果について、本当にそうなのかと問いたい。南部市場をこのような

形で再編し運営しているが、経営効率を考えた時に本当にそれで良いのか。

賑わいエリアについては分かったが、物流エリアではどうなのか。 

（経 済 局）消費者は小分けや加工品を求めている部分もあるので、そういった作業を

この物流エリアで行っているという意味では、中央卸売市場本場にない機能

をこの南部市場で発揮していると考えている。 

（望月委員）将来を睨み機能分化を徹底的に考えておかないといけないのではないか。

経営効率の観点から今後 10 年、15 年先を考えた時に、南部市場は本当にこ

のままの状況で維持可能なのかということは、厳しい目で見ておかないとい

けないと思う。中央卸売市場の取扱量が減少しており、直近 10 年間でも相

当減少してきている中で、南部市場をこのような形態で本当に 10 年先まで

維持する必要性があるのかどうかということは検討してもらいたい。厳しい

ことを言うようだが、事業実施局で厳しい状況も想定したうえで今後のこと

を考えておいてもらいたい。 

（委 員 長）それでは、「今後に向けた検討項目・改善点」に望月委員の意見を加筆し

ておくこと。事後評価としては妥当であった。これで良いか。 
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（委  員）良い。 

（委 員 長）それでは、本案件は妥当とする。本件の審議については以上 

 

 

１(4) （仮称）高島水際線デッキ整備事業について 

（都 整 局）議事Ⅱ １(4)について説明 

（委 員 長）質問等あればどうぞ。 

（石川委員）質問が２点ある。１点目は、このデッキ自体が歩行者動線の確保という意

味で非常に重要なものだということを説明してもらいたい。先ほどのサービ

ス水準や費用便益の計算の部分では、１日当たりの利用人数で計算されてい

た。今回の Kアリーナについてはイベントやコンサートの際、一時に集中し

て来場し、帰る時も集中して帰るところが特徴ではないかと思う。そのため、

１日当たりの利用人数で計算することが妥当なのか。その特徴への配慮が必

要なのではないか。具体的に言うと、例えば、デッキの幅員が６ｍで本当に

大丈夫なのか。またデッキに繋がる階段部分で人の通行が詰まることはない

のか。これらのことをしっかりと検討しているのか教えてもらいたい。２点

目は、非常時には Kアリーナへ来られた方々、帰宅困難者を高島中央公園に

誘導するような説明であった。かなり広い公園のため大丈夫かもしれない

が、周辺の住民への支援と帰宅困難者への支援は別々に適切に実施しなけれ

ば、居住者の方が大変なことになってしまうことがある。その辺りはどのよ

うな計画若しくは考え方となっているのか。特に Kアリーナには、イベント

時に２万人という人数が来られるのだが、全て近隣の都市公園に誘導して本

当に大丈夫なのかということも含めて教えてもらいたい。 

（都 整 局）１点目については、K アリーナのイベント時に日当たり 3 万 8000 人でな

く、更に多くの人が来られるのではないかということだが、この点に関して

は将来の歩行量交通量を推計している。60 街区から 62 街区は観光エンター

テイメントを軸とした街づくりにするという前提で、60・61 街区は現状更

地だが将来的に集客施設となる想定で、イベント時には 15 時間当たりで約

43 万人の歩行者量が発生するということで算定し、計画を立てている。デ

ッキの幅員が６ｍで足りるかということでは、この２万人を全てさばくには

６ｍでは足りないということは分かっているので、２万人を全て横浜駅方向

にこのデッキを横断させるのでなく、とちのき通りやみなとみらい線新高島

駅、またはみなとみらい駅の方に分散させることを考えている。基本的には、

歩行者は勝手に流れてしまうため、そうならないように実際の運営時には、

誘導員を配置し、適切に歩行者を誘導することを、事業者及び警察と協議し

ながら実施していきたいと考えている。また、みなとみらい大橋の北側には

ベイクォーターもあり、そのような商業施設と連携し、駐車場などが割引に

なるなどソフト的な対応でも歩行者をうまく分散できればと考えている。K

アリーナでのイベント開催時の利用者数も見込んで計画しているものとな
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る。２点目については、開発の際に各施設へは帰宅困難者の一時受入施設と

して協力を依頼しており、今回の Kアリーナもホールを帰宅困難者の受入施

設として協力頂けないか協議中である。近隣ではパシフィコ横浜も帰宅困難

者の受入施設になっており、東日本大震災の時にもパシフィコ横浜へ大勢の

方に入って頂いたりした。現在はそのような施設をできる限り増やしていこ

うと考えている。また、高島中央公園は、広域避難所ということで基本的に

周辺住民の避難も含めて、面積的には充足していると想定している。現在、

横浜駅周辺地区における都市再生安全確保計画という避難計画を立ててお

り、その中で必要な面積や避難誘導の方法、例えば、横浜駅周辺の人が皆み

なとみらいの方に来てしまうと混乱するし、逆にみなとみらいの人が安易に

横浜駅の方に行ってしまうとまたそこで混乱を起こすので、そこは的確に誘

導するような形で安全確保計画を立てている。 

（石川委員）２点目は、説明されたとおり、ある程度周辺住民とそれ以外の帰宅困難者

を分離した計画を立てていればそれで良いと思う。ただ、１点目については、

いくつかの道に誘導してくことは必要で、近隣の商業施設との連携も重要だ

と思うが、先ほどの歩行者数の考え方では、日当たりで計算するのではなく、

歩行者が 大となる時間帯における人数で考え、サービス水準など検討しな

ければ、恐らく計算が異なってくると思う。普通の商業施設と異なり人が通

る時は通るが通らない時は通らないことや、防災の観点からも非常に密集し

た状態で通路を歩くと危険なため、その辺りを検討頂いたうえでこの計画で

大丈夫だということであれば良いと思う。 

（委 員 長）先の議論では２つの論点があり、イベント時には計画は大丈夫なのかとい

う話と費用便益の計算がこれで良いのかという話がある。前者については、

先ほどの事業実施局の説明で納得されたということで良いか。また、後者に

ついては、費用便益の算出方法がこれで良いのかという話で良いか。 

（石川委員）特にサービス水準の方は根拠がしっかりと示されていなかったと思う。１

日当たりの歩行者数で B/C を計算されているので、基本的には、両方とも説

明が足りていないと思う。 

（委 員 長）やり直すことを求めるか。 

（石川委員）いいえ。適切に検討のうえ大丈夫だということであれば結構だが、説明で

は、例えば、歩行者が 大となる時間帯の人数やデッキの密集度をしっかり

と考えられているかが先の説明では理解できなかった。 

（委 員 長）先ほどの説明では不十分だということか。 

（石川委員）はい。 

（委 員 長）実施事業局、いかがか。 

（都 整 局）事業の費用便益分析を実施した際の歩行者交通量である３万８千人の根拠

には、Kアリーナにおけるイベント時の収容人数としては１日当たり２万人

を見込んだものとなっているので、イベントを想定した前提にはなってい

る。 
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（委 員 長）１日当たりの交通量で便益を計算しているということか。 

（都 整 局）便益の計算にはイベントも含まれている。 

（委 員 長）石川委員の質問は、イベントの開催時と非開催の便益は一緒にして良いの

かということだと思うが、どうか。 

（都 整 局）費用便益はイベント開催時を見込み算定しており、イベント非開催時の便

益は計算には入っていないものとなる。 

（委 員 長）その算定のおける歩行者交通量は１日当たりの人数で良いのかという質問

である。混雑している時と混雑していない時の便益は異なるのではないのか

という指摘だが、１日当たりで大丈夫だという根拠を説明してもらいたい。 

（石川委員）ほかの自治体でこのような B/C の話が出る時は、人の流れの渋滞を解消し

ていくということについて B/C の計算にあったりすると思うので、イベント

時に混雑が想定されるような施設、横浜アリーナや Kアリーナでは、混雑が

大となる時間帯の安全性を適切に検討されているのかが心配である。 

（委 員 長）基本的に、整備するデッキがない場合は歩行者の通行量がこれぐらいあり、

幅員が６ｍのデッキを設けた場合にはその通行量がこれぐらい増加する、そ

の差を見ると、仮にイベント時に後で渋滞が発生しても、デッキの整備の前

後においては歩行者通行量の差は同じとなる。したがって、費用便益分析と

しては、この量が増加した分のみを用いて算出すれば良いという説明をされ

ているのだと思う。 

（石川委員）ありがとうございました。費用便益分析の観点ではそのような話となるが、

心配なのは、コンサート直後にこのデッキの幅員で歩行者が実際に将棋倒し

になったり、そこまではいかないとしても、大変な混雑が起きてしまうこと

で、安全性に問題がないのかということである。ここは重要なことであり、

どのように考え大丈夫であると判断されているのか。 

（委 員 長）その点については、先の説明で、全てを同時に通すことは不可能なため、

ソフト面で対応しますという説明であった。 

（石川委員）それで十分大丈夫だといった考えであれば、これ以上申し上げないのだが。 

（委 員 長）実施事業局、いかがか。 

（都 整 局）繰り返しになるが、みなとみらい線の各駅の方向にも歩行者を分散してい

こうということや、誘導員を配置すること、また施設の内容を詳しく紹介で

きていなかったが、Kアリーナからデッキまでの間に、施設の低層部で様々

な商業施設やレストランを配置しているので、歩行者の中にはそういう商業

施設に寄られてから帰ることもあると考えている。そういう仕掛けをしてお

り、なるべく歩行者が一気に集中してデッキに行かないようなことは、様々

な方面で検討していきたい。 

（鷲津委員）このようなデッキは必要と思うが、この場所は人目に付くところでもあり、

綺麗な外観も必要ではないかと思う。多少費用を要しても手の込んだ作りに

して良いと思うが、デザインについてはどう考えているのか。 

（都 整 局）みなとみらいの施設では、例えば、民間施設あれば「みなとみらい 21 中
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央地区都市景観形成ガイドライン」を設けており、公共施設については「み

なとみらい２１公共施設デザイン調整会議」がある。また、デッキの細かい

設えについては、地域の方や学識経験者に確認頂きながら整備をしていくこ

とで、ただ通過するだけのものではなく、通っていても楽しい、魅力のある

デザインのデッキにしていければと考えている。 

（鷲津委員）調書（案）の５ページにある図のとおりというわけではないということか。 

（都 整 局）はい。３径間連続鋼床版箱桁構造など基本的なデッキの構造形式は変更す

る余地はないが、細かいデザインや舗装などは、歩行者目線の観点からデッ

キを歩くとどのように見えるか、また遠方から眺めた時にデッキがどのよう

に見えるかということも検証しながらデザインは詰めていきたいと思って

いる。 

（鎌田委員）同種事業における工事費の比較として本事業を含め５つのデッキについて

示されていたが、そこに挙げられたもので十分比較ができているのかを教え

てもらいたい。直近何年の同じ規模のデッキなど、どのような意図で横浜市

以外に川崎市と広島市のデッキを選定されたのか教えてもらいたい。 

（都 整 局）横浜市内では、場所的に近く、橋長や整備時期も近い、また橋が少し湾曲

しており形状が近似していたことからさくらみらい橋を比較の対象に挙げ

た。そのほかとして参考までに、 近整備された事例として川崎駅の人通り

の多いところにあるデッキについて調べ比較対象とした。また大規模なデッ

キを全国的に調査した結果、その中から広島市の事例を参考として比較対象

とした。基本的には、横浜市に近いところで、橋長や整備時期が近いものを

ピックアップしている。 

（鎌田委員）みなとみらい橋に関しては工事費が高いなど様々な指摘があることを耳に

しているので、事業費の比較資料として工事費の高い事例のみを選定してい

るわけではないことを客観的に説明できる方が良いと思い意見した。先の説

明で了解した。 

（中村委員）質問が２点ある。１点目はサービス水準の評価において、みなとみらい大

通りのデッキとの接続部で階段を下りて曲がるところ、そして階段自体歩行

者の通行を処理する能力が通常の通路と比較して低くなるところであるの

だが、そこを加味した評価であるどうか。２点目は階段の折り返しの部分が

一番のボトルネックになると思うのだが、イベント時にその部分はどれぐら

いの能力があると勘案したうえで対策は考えられているのか。 

（都 整 局）そこで折り返す形になるのだが、先ほどの費用便益では説明を割愛してい

たので、その階段の部分を加味していないように見えてしまうのだが、計算

上は、階段で折り返すところも距離的に勘案し、時間短縮の計算をしている。 

（中村委員）ボトルネックになる部分のものは排除された計算であり、その値は分かっ

ているということで良いのであれば、それで結構である。 

（横田委員）中村委員の質問の続きとなるが、横浜駅との接続で便益を計算されている

経路は、みなとみらい大橋の下を潜る形で設定されている根拠がよく分から
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ない。それならみなとみらい大橋との接続部分から Kアリーナまでの新設デ

ッキの経路のみで便益を算出されて良いのではないかと思うのだが、今回の

経路で算定した根拠を教えてもらいたい。 

（都 整 局）デッキを通り横浜駅へ向かう経路は、調書（案）の８ページにある図には

まみらいウォークとある部分を使うものが 短になる。はまみらいウォーク

を利用せず、川沿いに直進し国道１号の築地橋を渡り地下街へ降りていく経

路も、はまみらいウォークを通る経路と似たような距離にはなるのだが、

も利用される経路として、はまみらいウォークを通る経路で費用便益の計算

をしている。 

（横田委員）みなとみらい大橋がかなりの障害になっている。そこで１度下に降りない

といけない問題があると思うのだが、みなとみらい大橋では、新設デッキ側

にある歩道を歩いていかないとデッキを利用できないので、橋の反対側にも

降り口がないと歩行者の分散には至らないわけで、集中交通を発生させてし

まうのではないかということを懸念しているのだが、どうか。 

（都 整 局）新設デッキからみなとみらい大橋へ接続したところで階段を降り、川沿い

を進み横浜方面へ向かう経路とみなとみらい大橋を渡りベイクォーターの

方から回る経路の２つがあり、まず 1回そこで分散をしつつ、下に降り川沿

いを歩く人は、さらにはまみらいウォークとその先の築地橋に分散させるこ

とを考えている。そのため、新設デッキを通る全員が階段で下に降り川沿い

を行くわけではないと思っている。 

（横田委員）そうであれば、費用便益分析におけるルートがはまみらいウォークを利用

する経路のみということは違うのではないか。分散の可能性を踏まえた便益

を算出するべきではないのか。 

（都 整 局）実際みなとみらい大橋から先のルートは、新設デッキ整備後も距離は変わ

らないため、実際には今回の計算と同じことになる。例えば、新設デッキと

みなとみらい大橋の接続部で分散すると考えた場合、みなとみらい大橋を北

上する経路で再度計算しても橋を渡った先の距離は新設デッキの整備有無

に関わらず変わらないので、今回はこの経路で計算することで問題ないと考

えている。 

（横田委員）この新設デッキは横浜駅との接続性をもたらしているというよりは、みな

とみらい大橋との接続性をもたらしているものである。したがって、もし分

散を考えているのであれば、みなとみらい大橋と新設デッキの接続部の起点

に対する便益を算出することが適切ではないかと思う。今回の費用便益の算

出に用いた経路の根拠を教えてもらいたい。 

（都 整 局）御指摘は Kアリーナにある始点は一緒でも、終点が横浜駅ではなくみなと

みらい大橋の部分で計算すべきでないかということなのか。 

（横田委員）それなら分かるのだが、逆にそこにアクセスしなければいけなくなるので、

利用者はみなとみらい大橋を利用する人が中心になってくると思う。だか

ら、みなとみらい大橋の下を潜り、横浜駅へ行く経路による考え方のみで良
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いのか。 

（委 員 長）みなとみらい大橋の階段を降りてからその先の経路は同じため、実質的に

横田委員が指摘した計算がされていることになっているのではないのか。 

（横田委員）今回の場合、全てみなとみらい大橋を潜るということに限定した距離の算

定となっているわけであり、その点では変わらない。 

（委 員 長）Kアリーナからみなとみらい大通りまでの、新設デッキ整備前後の時間短

縮の差のみを用いて計算しているのだろう。 

（都 整 局）そのとおりである。距離的な差はそれだけであり、今回の時間短縮に係る

分析では、みなとみらい大橋に接続するところまでのため、実際にそのよう

な計算となっている。 

（横田委員）差分はそうだが、利用者の観点では必ずしもそうではないため、受益者が

分かれるのではないのかという疑問である。ベイクウォーターからみなとみ

らい大橋を渡り新設デッキにアクセスする人がいるのではないのか。Kアリ

ーナに向かう人が全てスカイビルからはまみらいウォークを通り向かうと

いうことではないのではないか。 

（都 整 局）計算結果は一緒だと思う。 

（横田委員）利用者が仮にみなとみらい大橋側から来るとしても一緒になりますか。 

（都 整 局）みなとみらい大橋を渡ってくる人ということか。 

（横田委員）はい。 

（都 整 局）みなとみらい大橋を渡りベイクォーターを通って横浜駅北口改札へ行く経

路においても、実際に時間短縮に係る便益では、今回計算している経路にお

ける実距離が 1,100ｍから 789ｍに短縮されているが、その距離の差は同じ

となり、時間短縮便益について計算結果は変わらないと思う。 

（横田委員）到達するために要する総時間が変わってくると思うので、経路における距

離的な短縮だけの話ではなくなるのではないか。それとも、距離的な差分だ

けで歩行者の時間的短縮便益を計算するということで良いのか。 

（委 員 長）どちら側から来た人もデッキを使うことでは同じことである。この新設デ

ッキを利用しない人がいるとそれはまた別の話になるが、そのようなことを

言っているのか。 

（横田委員）みなとみらい大橋の反対側を渡ってしまうと、新設デッキに直接アクセス

できないということはかなり大きな問題だと思う。 

（都 整 局）経路の総延長は変わっても、時間短縮便益の計算に係る１人当たりの平均

歩行短縮時間である分数は変わらないことになる。 

（委 員 長）その通りであるが、横田委員の質問は、この新設デッキを利用しない経路

で行く人はいないのかということではないかと思う。 

（横田委員）はい。 

（都 整 局）今回の新しいデッキを利用しない場合、Kアリーナに到達するためには相

当遠回りをしなければいけない道順となる。特に、みなとみらい大橋を南下

されて来る方は、既存の富士ゼロックスの建物外周を迂回していくか、高島
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水際線公園側を帷子川下流側に進み中央卸売市場に近いところまで行って

から迂回して行くかとなるので、通常 Kアリーナに行く人はデッキを通らざ

るを得ないと思う。 

（横田委員）日産グローバル本社の方から高島水際線公園沿いに行く場合にはどうか。 

（都 整 局）高島水際線公園に沿って進むと、JR 貨物線とその南側を平行する道路を

渡ることができるポイントが、今回整備するデッキと高島水際線公園の奥に

位置する幅２ｍの細い既存の歩道橋の２か所になる。既存の歩道橋を渡って

もまた道路を渡らなければいけないので、帷子川沿いを歩く人も Kアリーナ

に行こうとすれば、デッキは通らざるを得ないと思う。 

（横田委員）みなとみらい大橋の接続点からの便益で考えるべきではないかと考えたの

だが、差分だけで良いのか。 

（委 員 長）全員がこのデッキを通るという前提なら、結果は同じことになるため、差

分だけで大丈夫である。 

（都 整 局）実際にはデッキを通らなければいけないと思うので、計算結果はこれで変

わらないと考えている。費用便益分析における経路の終点をどこにするかと

いうところだけかと思う。 

（横田委員）距離よりも交通量の問題である。接続点を変えることによって、交通量が

変わるのではないのか。横浜駅を始点にするのではなく、みなとみらい大橋

を始点にすると、費用便益分析の算定における歩行者数が減るのではないの

かということだが、そのことは関係ないのか。 

（委 員 長）商業施設など周辺のビルに人が入ることで、全員が横浜駅には行かないの

ではないかということか。 

（横田委員）全員が全員、横浜駅へ行くということで想定すると、歩行者数は一番多く

なるのであろうがそれで良いのか。 

（委 員 長）時間の関係から議論はここで打ち切りとする。それでは、今後、歩行者の

安全性を確保するためソフト面での対策を十分行ってもらいたい、また調書

（案）にはないが、本日説明された工事費の比較の部分では、比較対象が妥

当である根拠に関して資料の整理をしておくこと、 後に横田委員からあっ

た質問へ適切に返答しておくことをお願いする。事業としては妥当として良

いか。 

（委  員）良い。 

（委 員 長）それでは、本案件は妥当とする。本件の審議については以上 

 

 [補足事項] 

本案件は、後日事業所管の都市整備局で分散ルートやそれぞれのルートの交通量の再

確認を行ったところ、費用便益の算出方法等に誤り※があることが判明した。 

このため、令和３年３月５日開催の令和２年度第３回委員会において都市整備局から

上記の説明内容及び費用便益分析の修正について報告を行った。 

※費用便益や算出方法等に誤りがあった点は以下の４点である。 
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①新設デッキ整備後は新設デッキを通らざるを得ないと説明したが、新設デッキを通ら

ない人もいること。 

②横浜駅に向かうルートのうち、新設デッキを通り距離差分が生じるルートが１つでは

なく、３つ考えられること。 

③横浜駅を起点とした推計としていないため、便益の計算は、Kアリーナ側を起点とし

た推計結果に基づく、新設デッキを通る歩行者交通量で答える必要があったこと。 

④上記の①～③を踏まえ調書（案）３ページ B/C 3.24 を 1.87 に修正した。 

令和２年度第３回公共事業評価委員会の会議資料は公表済み。（議事録は後日公表予定） 

 

１(5) 市営洋光台住宅建替事業について 

（建 築 局）議事Ⅱ １(5)について説明 

（委 員 長）質問等あればどうぞ。 

（室田委員）事業の必要性について質問がある。市営住宅の法定耐用年数である築後

70 年より早い時期に建替えをするということだが、その理由として、「エレ

ベーターがなく」との説明があった。当時建設された市営住宅にはエレベー

ターはほぼ付いていないのではないかと思う。特に昭和 30 年代後半から 40

年代の前半にかけて市営住宅が多数建てられており、まだ建替えていない住

宅も多数あったように思うが、なぜそれに先だってこの事業を実施するの

か、その理由を説明してもらいたい。 

（建 築 局）昨年度の公共事業評価委員会において市営住宅の建替えについて事前評価

を実施したものは、浴槽のない築 60 年近いものとなる。「市営住宅の再生に

関する基本的な考え方」では、比較的大規模な市営住宅は、事業に時間を要

するため、早めに着手していくものと位置づけており、主に 500 戸以上の団

地としている。横浜市でもエレベーターを付けて住戸内の改善をしている団

地もあるが、それは概ね築 30 年から 40 年で実施している。その時期を既に

経過している市営住宅では、これからエレベーターを付け、大規模リフォー

ムをすると費用対効果が落ちることとなる。今回のような築 50 年過ぎぐら

いの住宅は、これから大規模なリフォームをするのではなく、逆に、平準化

して建替えを前倒ししていくことを施策として整理している。 

（室田委員）全体としては長寿命化を図る話であったように記憶している。長寿命化を

図るために、エレベーターがない建物ではエレベーターを外側に設けるよう

な対策やそれ以外にも老朽化した部分には新しく設備等を随時整備してい

き、できる限り長くもたせようという方針が全体としてはある中で、現在ま

でエレベーターを付けておらず住戸改善をしてこなかったと言うような大

規模な団地は時間がかかることが理由で、これだけを先に建替えを実施する

ということが分からない。ほかにもそのような事例はあるのか。 

（建 築 局）調書（案）の４ページの平準化の手法のおける表は「市営住宅の再生に関

する基本的な考え方」の中で整理したものであり、先行して建替えを行う対

象住宅として野庭住宅と洋光台住宅の２つを現在具体的に整理している。ほ
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かには昨年度事前評価を実施した瀬戸橋住宅、六浦住宅、瀬ケ崎住宅がある。

ひかりが丘住宅は、本計画の策定前に既にエレベーター設置等に着手してい

るため、 後まで長寿命化対策を行い、目標としては築 90 年までもってい

きたいと考えている。しかし、それ以降の団地では、大規模な改修など手を

つけられないままに築年次が既に 50 年以上経過してきていることから、１

戸当たり 1000 万円や 1500 万円を費やす改修に投資をするのではなく、平準

化しながら建替えを進めていく方が合理的であると判断をしている。 

（室田委員）「市営住宅の再生に関する基本的な考え方」に記載されているのだろうが、

そのことをどこまで議論されているか把握していなかったので質問したの

だが、現在では住宅へのニーズが変わってきており、そのニーズを踏まえ現

状のままでは誰も利用しないなどほかにも理由があると思う。調書（案）で

納得しにくい部分もあるため、その辺の理由を加筆すると分かりやすい。 

（建 築 局）承知した。 

（鎌田委員）部屋の間取りの割合はどのように決められたのか。また、将来的に長寿命

化を見据えて、例えば、間取りを将来変更できるようなことも検討して良い

と思うのだが、その辺について何かあれば教えてもらいたい。 

（建 築 局）築 50 年、60 年となる市営住宅に実際お住いの方は、概ね高齢の単身や夫

婦世帯の方となるため、その方々の入居状況を踏まえ、間取りについては１

ＤＫと２ＤＫの割合を整理した。一方でそれだけでは高齢者だけが住むよう

な住宅になってしまいかねないので、子育て世帯の方にも入居頂けるような

ファミリーを対象にした３ＤＫも間取りに加えることとした。１ＤＫと２Ｄ

Ｋは概ね現在の入居世帯をイメージしたが、事業を進める中で募集を止めた

りするため、徐々に入居者数は減少していくことになる。そのため、建替え

後に戻り入居される時の割合を勘案し、１ＤＫ：２ＤＫ：３ＤＫは１～２：

１：１の割合とした。入居者用に１ＤＫ、２ＤＫを用意し、残りは３ＤＫに

してファミリー世帯の入居を誘導する施策を取ることが、この割合を算出し

た根拠になる。もう一点、将来の可変的な間取りについては、先に説明した

が、２室の１ＤＫの間にある壁を取り払えば、規模的には３ＤＫと同等にな

ることや場合によっては逆に３ＤＫは 1ＤＫの規模に分割可能なため、真に

必要であれば、そのような対応もできるような構造にはできると思う。御指

摘を踏まえて検討していきたい。 

（田中委員）先の議論にも関係することとして、長寿命化されることが念頭にあるとい

うことだが、断熱対策は行う予定があるのか。 

（建 築 局）はい。 

（田中委員）建替え自体が必要かどうかという議論もあったが、基本的に 50 年前に建

てた住宅は無断熱のものが多く、居住者が高齢化しているのでヒートショッ

クや熱中症のリスクが高いことが問題視されている。そのため、建替えや大

規模リフォームの際に断熱対策を行うことが大事だと思う。もう一点は先ほ

ど間取りの議論があったが、現在では市営や公営の団地が改修される場合
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は、基本的にＬＤＫタイプに間取りを変更し、若い世代が使いやすいように

して循環させていると理解している。高齢世帯だけではなく子育て世帯など

多様な世帯や世代が居住できることも踏まえているということだが、ＤＫタ

イプのままで建替えをすることは妥当なのか。結局利用しづらいため、子育

て世帯が入居しないことにもなりかねないし、さらに今後人口が減少してい

く中で、新築し長寿命化したのに空き住戸が発生してしまうということにも

なりかねないので、間取りについてはどれぐらい柔軟に考えているのか確認

したい。 

（建 築 局）費用対効果も踏まえ３ＤＫを現在考えているのだが、例えば、リビングと

寝室の可変的な利用では、建具の設えにより、一体的にも別々の部屋として

も利用することが可能である。プランニングする時にはそのようなことは必

ず配慮しているので、入居者がアレンジメントすることは可能と考えてい

る。住宅自体を大きくするため多額の建設費をかけ家賃を高く取る方向より

は、より効率的に造りながら多様な住まい方が実現できるようなレイアウト

を考える方向で、横浜市としては考えている。 

（田中委員）柔軟に対応できることは理解したが、この状態から床面積を変更しなくて

も、ＬＤＫタイプを造れると思うので、可能な限り現代のニーズに合った建

物にしてもらいたい。 

（建 築 局）はい。御指摘のとおり、我々も入居者が昼間 も居る場所はＤのエリアだ

と思っているので、そこをしっかりと良い生活ができるような空間にするべ

く可能な限り工夫しながらレイアウトを検討していくので、御理解を賜りた

い。 

（田中委員）了解した。 

（委 員 長）建物に様々な手当をして長持ちさせる長寿命化の話と平準化の話がある

が、今回の場合、耐用年数に至らない建物を早めに壊して建替えを行うこと

になる。早めに建替えを行うことで、例えば、様々な年齢層の人が住むよう

になる、空き家率が下がる、住宅の形式を変えることでこのようにサービス

が上がるという話と、コストが下がるという話は明快な説明ができていなか

ったと思う。具体的には、まず早く建て替えることによりトータルコストが

下がるという説明がどこかでできるのか。次に、平準化の話は、役所として

予算上重要なことではあるが、一時のコストが高くなるため平準化したがそ

の結果建替えに要するトータルコストは更に高くなるということでも平準

化をするのかという質問でもあったと思う。そのため、早く建て替えること

の質的な意味とコスト上の意味を明確にしておいた方が良い。それから、調

書（案）には間取りを確定的に記載しているが、需要に応じて対応していか

なければいけないのではないか。この場所も今後人口が減少し、空き住戸が

増加してくるかもしれないので、住宅の質と需要をみて十分検討した方が良

い。それでは、まず耐用年数の 10 年から 20 年早く建替えをすることの意義

を確認すること、次に住宅の需要と質の問題をよく検討して実施することの
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２点を意見具申とし、本案件は妥当で良いか。 

（委  員）良い。 

（委 員 長）本件の審議については以上 

 

 [補足事項] 

本案件は、後日事業所管の建築局で費用便益分析の再確認を行ったところ、算出に誤

り※があることが判明した。 

このため、令和３年３月５日開催の令和２年度第３回委員会において意見具申への対

応報告に先立ち、費用便益分析の修正について報告を行った。 

※調書（案）７ページ 費用便益分析の結果 洋光台住宅 1.0347 を 0.9355 に修正した。 

令和２年度第３回公共事業評価委員会の会議資料は公表済み。（議事録は後日公表予定） 

 

２ その他 

・部会の開催及び第３回委員会の開催について 

（委 員 長）事務局からその他あるか。 

（事 務 局）事務局から２点、事務連絡させて頂く。1点目は道路部会の開催について

である。８月 31 日開催の第１回委員会で決定頂いたとおり道路事業５件に

関する部会の２月頃の開催をお願いする。部会の委員である中村委員、室田

委員、望月委員には審議をお願いする。 

２点目は、本年度の第３回委員会についてである。本年度は、案件が９件

と多いため、途中で休憩時間を挟む形で審議をお願いする。進行方法は委員

長に相談の上、決めさせて頂く。いずれも、事務局から日程調整等の連絡を

させて頂く予定である。引き続き協力をお願いする。 

（委 員 長）その他あるか。 

（事 務 局）特にありません。 

（委 員 長）本日の議事は以上 

 

 

資料 

・ 

特記事項 

１ 資料 

 ・次第・座席表・委員名簿 

・資料① [事後評価〕横浜市衛生研究所再整備事業の調書など一式 

・資料② [事後評価〕南区総合庁舎整備事業の調書など一式 

・資料③ [事後評価〕中央卸売市場の再編・機能強化事業の調書など一式 

・資料④ [事前評価〕（仮称）高島水際線デッキ整備事業の調書など一式 

・資料⑤ [事前評価〕市営洋光台住宅建替事業の調書など一式 

 

２ 特記事項 

・本日の会議録は、委員に確認後、委員長に確認する。 

・本日の審議結果等の資料は、委員長の確認で確定する。 

 


	1     20210322_確定_委員会の審議結果_第２回公共事業評価委員会
	2    20210322_確定_令和２年度第２回横浜市公共事業評価委員会_会議録

